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第７章 計画の実現に向けて 

 

７－１ 市民や関係機関・団体等との連携の推進 

緑のまちづくりを推進するには，市民や事業者といった民の連携が重要です。民による

緑のまちづくりをサポートするとともに，行政の取組にも積極的に民が関われるように計

画を推進していきます。 

また，行政間の連携として，国や都との連携を強化していきます。とくに本市は都立公

園や国が管理する河川等による緑が多いため，これらの緑と連携し，活用を図っていくま

ちづくりを進めていきます。 

 

 

７－２ 庁内連携の推進 

緑のまちづくりの取組は多分野にわたるものであり，分野横断的な連携が不可欠です。

そのため関連部局と施策内容等の調整を行うなど情報共有や連携を強化し，必要に応じて

対応の協議や，合同で計画の進捗の確認や振り返り等をしながら，着実な計画推進を目指

します。 

また，緑の施策推進に関わる職員については，専門的な知識の習得や技術研鑽等に努め

る機会を増やし，より適切に緑の保全・管理・整備に従事することができるよう図ります。 

 

 

７－３ 施策の推進のための財源確保 

持続的に緑のまちづくりの取組を進めていくために，財源確保のための取組を推進しま

す。「調布市ふるさとのみどりと環境を守り育てる基金」の運用や社会資本整備総合交付金

（緑地環境整備総合支援事業）の活用，生産緑地買取・活用支援事業基金や東京都都市緑

化基金（公益財団法人東京都公園協会）の活用，指定管理者制度等による民間委託の推進，

ＰＰＰ・ＰＦＩ等による民間活力の活用等，事業者や市民との連携・協働により，持続的な

緑のまちづくりの推進に向けた仕組みを検討します。 
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７－４ 法改正に伴う制度の活用 

近年，公園・緑地に係る関連法令である都市公園法・都市緑地法・生産緑地法が改正され

ました。 

都市公園法の改正は，利用者サービスの向上などの課題に対応するもので，占用対象の

拡大，民間事業者による公園施設の公募設置管理制度（Park-PFI）などが盛り込まれまし

た。都市緑地法の改正により緑地の定義に農地が含まれることが明記され，また，行政の

財政負担の緩和や公園不足地域の改善などの課題に対応するため，民間主体による公園的

な機能を備えた緑地空間の創出などが盛り込まれました。生産緑地法の改正は，都市農地

の保全などの課題に対応するもので，期間延長，生産緑地地区内の規制緩和などが盛り込

まれました。 

こうした法改正の内容を踏まえ，本市の特性に合わせた制度を活用し施策を推進します。 

 

 

７－５ 都市計画決定区域の変更の検討 

都市計画公園・緑地の都市計画決定区域には，地形地物や既存市街地等と整合していな

い箇所があり，事業化にあたり小規模残地や無接道敷地が発生し，地権者の合意が得られ

ていない場合があります。一方で，長期にわたり事業未着手であって宅地化が進んでいて

も，公園・緑地が不足している地域に立地し，都市計画公園・緑地の整備が求められる場合

もあります。 

今後は，都市計画区域マスタープラン・市の都市計画マスタープラン等の上位計画での

方針，公園・緑地等の配置，当該地域の公園充足状況，当該都市計画公園・緑地の立地・規

模に応じて重要となる機能などを勘案し，必要に応じて合理的な都市計画変更を行うとと

もに，周辺まちづくり等と調整・連携しながら事業化促進に取り組み，整備を進めていき

ます。 

また，都市計画道路等の他の都市施設との重複箇所については，機能の両立を可能とす

る施設計画を検討し，都市計画決定区域の見直しが必要となった場合は，担保すべき事柄

の整理とその代替措置を地区計画その他の都市計画などにより講じた上、事業化の進捗と

整合を図りながら都市計画の変更を行うものとします。 
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７－６ 計画の進行管理 

計画の実現にあたっては，指標や施策の実施状況を定期的に把握するとともに，計画の

実現性を高めるため，マネジメントサイクル（ＰＤＣＡサイクル）の考え方を取り入れ，毎

年，年次報告書を取りまとめる中で進捗状況を把握し，環境審議会の意見や助言を取り入

れて，評価・検証を行います。 

また，市民・市民団体等に意見をいただきながら，年次報告書の継続的な改善につなげ

て行きます。 

 

 

■計画の見直しイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PLAN

計画

DO

事業実施

CHECK

評価・検証

ACT

反映・改善

緑の基本計画の策定

及び見直し 

計画に基づく緑の

創出・保全・活用

に関する取組 

施策事業の実施状

況，目標指標の達成

状況の評価・検証 

計画への反映， 

施策・事業の改善 

社会情勢の変化 市民ニーズの変化 

計画期間で変わらないもの 緑の将来像・基本目標・施策の方針 等 

計画期間で見直すもの 具体的な取組・事業内容 等 

見直す必要性が生じた場合には PDCAサイクルによる検証により改善を図る 

財政状況の変化 
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■評価見直しの時期と評価の視点 

関係各課で構成される庁内組織により，概ね５年毎に評価・検証を行い，環境保全審議会や市

民・市民団体等の意見を踏まえながら，施策の改善を行います。また概ね 10 年毎に計画そのも

のについて見直しを行い，必要に応じて計画の改定を行います。 

 

５年後 10 年後 15 年後 20 年後 

現状 

目標 

中間見直し 

計画策定 

評価 

検証 

改善 

評価 

検証 

改善 

評価 

検証 

改善 

・施策は計画を
もとに進ん
でいるか 

・目標に対して
達成に近づ
いているか 

 
 →目標達成に

向けた課題
抽 出 と 施
策・事業の
改善 

・目標達成に向
けて施策効果
が出ているか 

・計画を見直す
必要があるか 

→目標・施策
の見直し，
区域，位置
付けの検討 

・目標達成
の見込み
はあるか 

→目標未
達 成 の
施 策 へ
の 対 応
検討 

評価・
見直し
の視点 

・成果の出た施策
と出なかった施
策の要因は何か 

・次期計画へ持ち
越す課題や検討
事項はあるか 

→未達成の事項
の原因分析， 
次期計画の検
討 

評価の 
体制 庁内検討組織： 

・関係各課による施策評価 
・課題の整理と今後の対応

の協議 

環境保全審議会 
・環境保全等に関する施策を
総合的に審議 

 

報告 

意見 
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■目標指標 

本計画では施策方針ごとに以下の目標指標を設定し，計画の進捗を測っていきます。 

 

 

  

 

施策方針 施策 取組 指標 基準年度 基準値 目標年度 目標値 目標指標と目標値の設定理由 

１ 歩いて行

ける範囲内で

の都市公園等

の整備 

1-(1)質の高

い公園・緑地

の適正配置と

利用促進 

①公園不足地域への対応 

②地域特性やニーズを踏まえた公園・緑地の整備 

公共が保全する緑の面

積 
2019 年 149.27ha 2040 年 163ha 

調布市基本計画での「水と緑による快適空間づく

り」施策におけるまちづくり指標を採用した。 

令和２年度における都市計画公園の優先整備区

域内の公有地化が全て完了することを目標値と

した。 

市域に対する公園誘致

圏のカバー率 
2019 年 94.5% 2040 年 95% 

借地公園（仲よし広場２２箇所）の返還が生じて

も，公園誘致圏のカバー率は現状維持することと

し，目標値を設定した。 

公園や遊び場に対する

満足度 
2019 年 65.2% 2040 年 70% 

調布市民意識調査における調査項目を採用した。 

平成 30 年度に実施した 43 項目の調査で，43

項目中トップ 10 に入るために必要な満足度と

して，70%を目標値として採用した。 

1-(2)市民参

加による公園

整備・管理の

推進 

①公園づくりの構想・計画段階からの市民の参加 

公園に関するワークシ

ョップの参加者満足度 
2019 年 ― 2040 年 70% 

公園づくりに関するワークショップ，意見交換会

等に参加した市民にアンケート調査を行い，公園

づくりのかかわり方等を含めて「満足している」，

「どちらかといえば満足している」市民の割合を

指標値として採用した。新たな指標値で基準値は

ないことから，目標値は 70％とした。 

②市民主体で運営する公園のモデル事業の検討 

２ 緑と公園

の質の向上と

適正な管理 

2-(1)公園・緑

地等の計画的

な管理 

①公園施設の計画的な日常点検，定期点検の実施 

②公園施設の予防保全と事後保全 

③公園・緑地の樹木の適切な維持管理 

④市民や事業者と連携したパークマネジメントの検討 

公園施設長寿命化計画

に基づき更新した公園

施設の割合 

2019 年 2% 2040 年 100% 

調布市公園施設長寿命化計画に基づく公園遊具

の更新計画の進捗状況を指標として採用した。 

計画とおり更新を進めることを目標値として採

用し，100％とした。 

2-(2)防災性

を高める身近

な緑の保全 

①火炎・延焼の危険性が高い地域におけるオープンス

ペースとしての緑地の保全 

②土砂災害警戒区域や急傾斜地崩壊危険個所周辺の緑

の保全 

③公園における防災機能の向上 

④農地の防災機能の活用 

⑤緑の防災機能の啓発 

市民と協働で保全活動

を行う崖線の箇所数 
2019 年 ５箇所 2040 年 １０箇所 

現在，市が管理している崖線の中で，市民との協

働で管理を行うことが可能な崖線の数から目標

値を設定した。（入間町２丁目緑地２箇所，みん

なの森，国分寺崖線保存用地，深大寺元町特別緑

地保全地区） 

避難場所や避難路を示

す案内板の整備公園数 
2019 年 ０箇所 2040 年 ３９箇所 

新規事業であり，基準値は０箇所となる。 

トイレのある公園（新設候補を含む）の数を目

標値とした。 

2-(3)公園・

緑地等の利用

の適正化 

①公園・緑地の適正な利活用の推進 

②市民主体で運営する公園のモデル事業の検討【再

掲】 

公園や遊び場に対する

満足度【再掲】 
2019 年 65.2% 2040 年 70% 

調布市民意識調査における調査項目を採用した。 

平成 30 年度に実施した 43 項目の調査で，43

項目中トップ 10 に入るために必要な満足度と

して，70%を目標値として採用した。 
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施策方針 施策 取組 指標 基準年度 基準値 目標年度 目標値 目標指標と目標値の設定理由 

３ 市を象徴

する多様な水

と緑の保全と

活用 

3-(1)民有地の緑

化促進 

①開発事業指導要綱による緑化の推進 

②地区計画による緑化の推進 

③調布市景観計画等による緑化の推進 

④保全地区の維持 

⑤地域性緑地制度の活用の検討 

調布には優れた景観があ

ると思う市民の割合 
2019 年 85.1% 2040 年 90% 

調布市基本計画での「良好な市街地の形成」施

策における「まちづくり指標」を採用した。令

和４年度の目標値 90％を継続するという考え

方で，目標値を設定した。 

みどり率 2019 年 34.1% 2040 年 34.1% 

緑の量の基準となる値であり，指標として採用

した。みどり率は継続的に減少しており，緑の

減少傾向を緩和するという考え方もあるが，東

京都の「都市づくりのグランドデザイン」にお

いて「緑の総量は減らさない」としており，目

標値としては現状維持とした。 

3-(2)崖線・樹林

地・湧水などの保

全と活用 

①雨水浸透施設等の整備 

②崖線樹林地保全管理計画の策定や見直し 

③景観形成ガイドライン（緑の景観づくり国分寺

崖線）の推進 

④教育・文化資源としての崖線の活用 

市民と協働で保全活動を

行う崖線の箇所数【再

掲】 

2019 年 ５箇所 2040 年 １０箇所 

現在，市が管理している崖線の中で，市民との

協働で管理を行うことが可能な崖線の数から目

標値を設定した。 

（入間町２丁目緑地２箇所，みんなの森，国分

寺崖線保存用地，深大寺元町特別緑地保全地区） 

浸透施設等の設置による

雨水の浸透能力 
2019 年 

102,666

㎥/h 
2040 年 

218,300

㎥/h 

東京都豪雨対策基本方針の目標対策量（浸透量

として 10mm/h 相当）から目標値を設定した。 

湧水の箇所数 2018 年 
29 箇所 

（豊水期） 
2040 年 

29 箇所 

（豊水期） 

おおむね１回/３年の頻度で湧水調査を実施し

ている。平成 30 年度の調査では，豊水期 29

箇所，渇水期 22 か所平成 26 年度の調査では，

豊水期 27 箇所，渇水期 27 箇所平成 30 年度

を維持するものとし，豊水期 29 箇所を目標値

として設定。 

3-(3)歴史・文化

資源と一体となっ

た緑の保全と活用 

①歴史・文化資源と一体となった緑の保全と活用 

②天然記念物等の指定による社寺林の保全 

調布には優れた景観があ

ると思う市民の割合【再

掲】 

2019 年 85.1% 2040 年 90% 

調布市基本計画での「良好な市街地の形成」施

策における「まちづくり指標」を採用した。令

和４年度の目標値 90％を継続するという考え

方で，目標値を設定した。） 

3-(4)川辺の保全

と活用 
①良質な河川環境の保全・活用 

調布には優れた景観があ

ると思う市民の割合【再

掲】 

2019 年 85.1% 2040 年 90% 

調布市基本計画での「良好な市街地の形成」施

策における「まちづくり指標」を採用した。令

和４年度の目標値 90％を継続するという考え

方で，目標値を設定した。） 

3-(5)都市農地の

保全と多面的な活

用 

①営農継続への支援・検討 

②特定生産緑地への指定促進 

③市民農園・農業体験ファームの充実 

④農の風景育成地区の取組の推進 

⑤食育の推進 

⑥農の里計画の推進 

みどり率【再掲】 2019 年 34.1% 2040 年 34.1% 

緑の量の基準となる値であり，指標として採用

した。みどり率は継続的に減少しており，緑の

減少傾向を緩和するという考え方もあるが，東

京都の「都市づくりのグランドデザイン」にお

いて「緑の総量は減らさない」としており，目

標値としては現状維持とした。 
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施策方針 施策 取組 指標 基準年度 基準値 目標年度 目標値 目標指標と目標値の設定理由 

４ 身近な緑

の創出と保全 

4-(1)公共施設の

緑化推進 

①公園の緑や街路樹の整備・保全 

②公共施設における壁面緑化の推進 

公共が保全する緑の面積【再

開】 
2019 年 149.27ha 2040 年 163ha 

調布市基本計画での「水と緑による

快適空間づくり」施策におけるまち

づくり指標を採用した。 

令和２年度における都市計画公園

の優先整備区域内の公有地化が全

て完了することを目標値とした。 

4-(2)市街地・住

宅地の緑化による

街並み形成 

①市民に活用しやすい緑化の補助等の制度の周知・

活用推進 

②保存樹木・保存生垣による維持管理の支援 

③民間施設における敷地内や屋上・壁面緑化の推進 

④景観形成重点地区・景観形成推進地区における緑

の街並みの形成 

調布には優れた景観があると

思う市民の割合【再掲】 
2019 年 85.1% 2040 年 90% 

調布市基本計画での「良好な市街地

の形成」施策における「まちづくり

指標」を採用した。令和４年度の目

標値 90％を継続するという考え方

で，目標値を設定した。） 

4-(3) 身 近 な 樹

木・植栽の保全 

①保存樹木・保存生垣の指定による維持管理の支援

【再掲】 

②景観重要樹木の指定 

③屋敷林の維持管理の支援 

保存樹木の総本数 2019 年 3,353 本 2040 年 3,353 本 

一定の要件を満たす樹木を申請に

基づき保存樹木として指定。 

令和元年度の保存樹木本数が

3,353本であり，この本数を減らさ

ないことを目標値とした。 

H29:3,776 本，H30:3,444 本，

R01:3,353 本 

（枯れ，土地利用変化等による） 
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施策方針 施策 取組 指標 基準年度 基準値 目標年度 目標値 目標指標と目標値の設定理由 

５ 生物多様

性に配慮した

緑と水のまち

づくり 

5-(1)水と緑のネ

ットワークの形成 

①市の緑の骨格となる崖線の保全 

②鉄道敷地の整備と活用 

③駅周辺の花と緑のあふれる空間づくり 

④都市計画道路における街路樹の整備と維

持管理 

⑤河川・用水路の緑化 

⑥回遊性を高めるまちづくり 

花いっぱい運動事業活動

面積 
2019 年 2,335 ㎡ 2040 年 5,000 ㎡ 

花いっぱい運動の実施面積を指標値として

採用。 

老齢化等により活動団体は減少傾向にある

が，花と緑の空間づくりを取組として掲げ

ており，活動面積の倍増を目標値として設

定した。 

崖線樹林地維持保全活動

団体数【再掲】 
2019 年 ５箇所 2040 年 １０箇所 

現在，市が管理している崖線の中で，市民

との協働で管理を行うことが可能な崖線の

数から目標値を設定した。 

（入間町２丁目緑地２箇所，みんなの森，

国分寺崖線保存用地，深大寺元町特別緑地

保全地区） 

公共が保全する緑の面積

【再開】 
2019 年 149.27ha 2040 年 163ha 

調布市基本計画での「水と緑による快適空

間づくり」施策におけるまちづくり指標を

採用した。 

令和２年度における都市計画公園の優先整

備区域内の公有地化が全て完了することを

目標値とした。 

5-(2)生態系の保

全と再生 

①生き物の生息空間の保全・創出②継続的

な生態系の観測調査 
自然環境調査の実施回数 2019 年 ２３回 2040 年 １５６回 

自然環境調査は，概ね３年に１回開催して

いる湧水調査，自然環境調査を兼ねて行う

環境モニター活動，水生生物調査の実施回

数。目標値は，2019 年の実績値 23 回に

加え，（自然環境調査 5 回＋水生生物調査

1 回）×21 年＋湧水調査 7 回として設定

した。 

5-(3)緑資源を生

かした循環型社会

の形成 

①緑資源の再利用の推進 

②環境学習の推進 

③食育の推進【再掲】 

自然体験学習の参加者人

数 
2019 年 5,032 人 2040 年 19,000 人 

こどもエコクラブ，水辺の楽校，雑木林ボ

ランティア講座，神大農場公開講座，多摩

川自然情報館月別イベントの合計を計上。 

目標値は，5032+660 人/年×21 年

=18,892≒19,000 人として設定した。 
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施策方針 施策 取組 指標 基準年度 基準値 目標年度 目標値 目標指標と目標値の設定理由 

６ 協働によ

る緑のまちづ

くりの推進 

6-(1)市民・事業

者・行政の協働に

よる緑化活動の推

進 

①緑化技術に関する公開講座の開催 

②自治体・地区協議会等における緑化保全活

動への支援 

③アダプト制度の検討 

④市民・団体・行政間の情報共有・意見交換

の機会の創出 

⑤市民の緑化活動を総合定期にサポートする

仕組みの検討 

公遊園等清掃協力団体数 2019 年 20 団体 2040 年 40 団体 

「調布市公遊園等清掃協力者謝礼金交付要領」

により実施。 

緑化活動への支援やアダプト制度等の新たな仕

組みの活用により，協力団体数を倍増すること

を目標値として設定した。 

H29:21 団体，H30:22 団体，R01:20 団体 

市民と協働で保全活動を

行う崖線の箇所数【再掲】 
2019 年 ５箇所 2040 年 １０箇所 

現在，市が管理している崖線の中で，市民との協

働で管理を行うことが可能な崖線の数から目標

値を設定した。 

（入間町２丁目緑地２箇所，みんなの森，国分寺

崖線保存用地，深大寺元町特別緑地保全地区） 

緑化活動参加者の割合 2019 年 50.6% 2040 年 60% 

令和元年に実施した調布市の緑に関する市民ア

ンケート調査において「緑を守り育てていくた

めに，現在参加している活動」に参加している人

の割合 50.6％を基準値とした。 

施策の実施により 10％の増加を目標とする。 

（237,506 人×0.1≒23,700 人の緑化活動

参加者を増やす） 

6-(2)水と緑をそ

だてる意識づくり 

①市民が一体感を感じる緑化イベントの開催 

②環境学習の推進【再掲】 

③食育の推進【再掲】 

緑化活動参加者の割合【再

掲】 
2019 年 50.6% 2040 年 60% 

令和元年に実施した調布市の緑に関する市民ア

ンケート調査において「緑を守り育てていくた

めに，現在参加している活動」に参加している人

の割合 50.6％を基準値とした。 

施策の実施により 10％の増加を目標とする。 

（237,506 人×0.1≒23,700 人の緑化活動

参加者を増やす） 

緑に関する満足度 2019 年 69.3% 2040 年 80% 

令和元年に実施した調布市の緑に関する市民ア

ンケート調査において「調布市の緑についてど

う思いますか」に対し，大変満足，どちらかとい

うと満足の割合 69.3％を基準値とした。 

施策の実施により 10％の増加を目標とする。 

（237,506 人×0.1≒23,700 人の緑化活動

参加者を増やす） 
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